
令和４年度 事 業 報 告 

令和５年３月３１日 

社会福祉法人音更福祉事業協会 

１．会務の運営 

 開催日 会  議  の  議  案 

理

事

会 

4. 6. 9 

 

 

 

4.12.13 

5. 3.28 

令和３年度事業報告・決算報告、監事監査報告、法人目的変更（昭和へき地保育

所削除）、社会福祉法人定款の一部改正、昭和へき地保育所閉所に伴う管理規程・

防火管理規程・運営規程の一部改正、評議員会招集、令和４年度音更町感染症拡

大防止対策事業 

給与規程の一部改正、令和４年度処遇改善等加算による処遇改善 

音更認定こども園運営規程の一部改正、音更認定こども園保育室（１歳児）トイ

レ増設工事、令和４年度補正予算、令和５年度事業計画・収支予算 

評

議

員

会 

4. 6.27 

 

令和３年度事業報告・決算報告、社会福祉法人定款の一部改正 

 

監

事

会 

4. 6. 9 

4.12.13 

5. 3.28 

資産管理、会計経理、決算 

資産管理、会計経理、定款、諸規程、役員 

資産管理、会計経理、予算 

 

 

 

２．事業の運営 

 Ⅰ．音更認定こども園 

１．音更認定こども園の運営 

開園７年目の運営に当たり、子ども・子育て支援新制度のもと、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を図りながら、円滑なる運営に務めることができた。年度末になって低年齢層における

保育需要の高まりにより、音更町と協議して待機児童（音更町で新年度の１歳児に待機児童あり）

が生じないよう新年度の利用定員を見直すとともに、増員受入のため１歳児保育室の改修工事を

行った。 

 

（１） 児童関係（各月初日） 

項  目 教育認定（幼稚園型） 保育認定（保育園型）  

入園基準 なし 保育を要する 

入園年齢 ３～５歳 ０（５７日目）～５歳 

号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 

年 齢 ５ ４ ３ 合計 ５ ４ ３ 合計 ２ １ ０ 合計 総計



利用定員 10 10 10 30 40 40 40 120 30 18 12 60 210

在

籍

児

童

数 

 ４月 6 1 11 18 41 40 31 112 27 18 10 55 185

 ５月 6 0 10 16 41 42 32 115 27 18 10 55 186

 ６月 6 0 10 16 41 42 32 115 31 18 11 60 191

 ７月 6 0 10 16 42 42 32 116 31 18 12 61 193

 ８月 6 0 10 16 42 42 32 116 31 18 12 61 193

 ９月 6 0 10 16 42 42 32 116 31 18 12 61 193

１０月 6 0 10 16 42 42 32 116 31 18 12 61 193

１１月 6 0  8 14 42 42 34 118 31 18 12 61 193

１２月 6 0  8 14 42 42 34 118 30 18 12 60 192

 １月 6 0  8 14 43 42 35 120 30 18 12 60 194

 ２月 7 0  9 16 42 42 34 118 30 18 12 60 194

 ３月 7 0  9 16 42 42 33 117 30 18 12 60 193

年 計 74 1 113 188 502 502 393 1397 360 216 139 715 2300

 

（２）運営状況 

項   目 教育認定（幼稚園型） 保育認定（保育園型） 

開 園 日 
月曜日～金曜日 

教育日２０４日 

月曜日～土曜日 

保育日２９４日 

開 園 時 間 教育標準時間 8：30 ～ 13：30

（希望保育あり） 

保育標準時間 7：00 ～ 18：00（延長保育あり） 

保育 短 時間 8：30 ～ 16：30（延長保育あり） 

休 園 日 日曜日、祝日、年末年始（町に準じ 12 月 31 日～1 月 5 日） 

休 業 日 
土曜日、夏季・冬季・春季休業、

行事振替日（希望保育あり） 
なし 

 

（３）職員関係 

 園長・副園長・主任（教頭）、保育教諭４１名、英語教諭・体育教諭・養護教諭、看護師、 

事務長・事務員、管理栄養士、調理師４名、運転用務員２名、用務員２名、合計５９名 

代替保育教諭、学校医・歯科医・薬剤師・労務士・産業医（委託契約） 

２．延長保育事業 

  一般型（１時間延長）を実施する。標準時間利用児数：月平均３７人 延べ人数２，５８１人 

                  短 時間利用児数：月平均２８人 延べ人数２，４３１人 

３．希望保育事業 

  一時預かり事業（幼稚園型）を実施する。利用児数：月平均７人 延べ人数５４３人 

４．障がい児保育事業 

  特別支援・保育事業（教育認定）及び障がい児保育事業（保育認定）を実施する。 

(1)特別児童扶養手当支給対象児（２歳児１名、３歳児３名、４歳児２名、５歳児２名） 



  (2)特児相当児以外の障がい児（３歳児５名、４歳児５名、５歳児３名） 

５．病児保育事業 

  病児保育事業（体調不良児対応型）を実施する。医務室利用児数：延べ人数１０５人 

６．医療的ケア児保育支援事業 

  対象者なし 

７．音更子育て支援センターの運営 

  下記のように、地域子育て支援拠点事業（一般型）を実施するが、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止を図りながら、円滑なる運営に務めることができた。音更町の補助でもって、新規に

おもちゃライブラリーを開設したが、利用者は少なかった。 

開設日数２３８日 延べ利用親子組数１，７５５組・総人数３，６７６人 

事  業  名 実 施 内 容 目    的 

センター開放日 

（月～金曜日） 

9:00～15:30 

親子の触れ合いの場、情報交換

の場として年齢に応じて施設

開放をする 

フリー開放日や年齢ごとの日など、遊びの場、

情報交換の場を提供し子育てのアドバイスを

する 

子育て相談日 

（月～金曜日） 

9:00～15:30 

子育てに関するご相談を電話

や面接で対応する（電話相談・

来園相談） 

子育ての困り感などを共有し子育てのアドバ

イスをする 

妊婦さん、乳児 

さん開放日 

年齢の近い保護者の方が、妊婦

さんに経験談やアドバイスな

どできるよう場の提供をする 

初めて出産を迎える妊婦の方などに具体的な

アドバイスをし、不安などを共有するよう支援

する 

子育て講座 専門職の方から子育ちの話や

成長発達の講演などを聞く 

講演会や座談会の場を提供することで、子育て

に向き合う気持ちが少しでも楽になるよう支

援する 

子育てサークル 

支援 

子育てサークルの場の提供及

び、技術提供、共同行事の参加

サークルの育成、技術提供の支援をする 

８．一時保育事業 

    一時預かり事業（一般型）を実施する。利用児数：月平均１６人 延べ人数５６８人 

９．養育支援訪問事業（ねうぼら） 

    養育支援訪問事業（専門型）については利用がなかった。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症拡大防止による運営状況 

音更認定こども園で４月７日（木）調理職員の感染が確認されたため調理室を閉鎖し、４月８

日（金）９日（土）１１日（月）弁当持参の措置を行った。１１日専門業者により調理員利用ス

ペースの全面的な消毒を実施し、１２日より給食を再開した。４月１６日（土）５歳児の感染が

確認されたので、感染可能性者（接触者のリストアップ）の利用停止の措置を行ったが、それ以

外に感染が広がり、音更町と協議して学級・学年閉鎖を行った（園児４３名・職員１１名）。そ

の後、５月２６日（木）０歳児の感染が確認されたので、学級閉鎖を行ったが、他に感染はなか

った。 



４月１９日（火）  ～４月２０日（水） ２日間 ５歳児学級閉鎖 

４月２１日（木）  ～４月２３日（土） ３日間 ３・４・５歳児学年閉鎖 

５月２７日（金）  ～５月３１日（火） ４日間 ０歳児学年閉鎖 

      その後、園児・職員の感染はあるものの、集団感染はなく推移している。１２月１２日より

北海道から抗原検査キッドが提供され、出勤職員に週２回、検査実施後、陰性を確認してから

出勤することとした。 

１２月後半にインフルエンザが流行し、コロナとの同時感染の園児もいたが、１月になって両

感症ともほとんど見られなくなった。３月１３日からマスクの着用は個人の判断に委ねられるよ

うになったので、着用しない園児は増え（職員・保護者は園内着用）、卒園式（３月１８日）に

は園児はマスクを外して参列した。 

 

 

 

Ⅱ．学童保育所の運営 

１．ひまわりの家学童保育所（ひまわりの家第２学童保育所を含む）の運営 

再契約して運営受託６年目を迎えたが、４月２０日（水）～２５日（月）臨時休所を行った以外、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、円滑なる運営に務めることができた。ただ、

ひまわりの家第２学童保育所は狭く、ほとんど運用されなかった。 

（１）児童関係（各月末日） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年 計

１年生 39 39 38 38 40 40 39 37 36 36 36 35 453

２年生 33 33 33 33 33 32 31 32 32 33 32 31  388

３年生 30 30 28 26 26 26 26 26 24 24 23 21 310

４年生 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10  7 133

５年生 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63

６年生        

月 計 121 121 118 114 116 114 112 111 107 108 106 99 1347

（２）運営状況 

 運  営  状  況 

開 所 日 
教 育 日（通常）        13：00～19：00   ２０６日 

学校休業日（長期休暇日・土曜日） 8：00～19：00    ８４日 

休 所 日 日曜日、祝日、年末年始（町に準じ 12 月 31 日～1 月 5 日） 

 （３）職員関係 

    統括所長・副主任、児童支援員７名、代替児童支援員他 

 （４）障がい児支援業務 

    (1)特別児童扶養手当支給対象児（２年生４名） 

    (2)特児相当児以外の障がい児（２年生１名、３年生４名、５年生２名） 



 （５）開所前延長業務 

    学校休業日（長期休暇日・土曜日）では開所前延長業務（7：30～8：00）を実施する。 

     利用児数：実人数１２人 延べ人数６４人 

 （６）短期入所 

   長期休暇日（夏休み・冬休み・春休み）では短期入所の児童を受け入れる。 

利用児数：実人数１５人 延べ人数７７人 

 

２．駒場学童保育所の運営 

再契約して運営受託６年目を迎えたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、臨

時休所を行うこともなく、円滑なる運営に務めることができた。 

（１）児童関係（各月末日） 

   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年 計

１年生 12 15 15 13 13 13 13 14 15 15 17 17 172

２年生 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

３年生 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 86

４年生 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

５年生 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37

６年生        

月 計 43 45 44 41 41 41 41 42 43 43 45 45 514

（２）運営状況 

 運  営  状  況 

開 所 日 
教 育 日（通常）        13：00～19：00   ２０６日 

学校休業日（長期休暇日・土曜日） 8：00～19：00    ８４日 

休 所 日 日曜日、祝日、年末年始（町に準じ 12 月 31 日～1 月 5 日） 

 （３）職員関係 

    主任、児童支援員、代替児童支援員他 

（４）障がい児支援業務 

     (1)特別児童扶養手当支給対象児（３年生２名） 

     (2)特児相当児以外の障がい児（４年生１名） 

  （５）開所前延長業務 

     学校休業日（長期休暇日・土曜日）では開所前延長業務（7：30～8：00）を実施する。 

     利用児数：実人数１人 延べ人数４人 

 （６）短期入所 

   長期休暇日（夏休み・冬休み・春休み）では短期入所の児童を受け入れる。 

利用児数：実人数２人 延べ人数３人 

 

 



Ⅲ．へき地保育所の運営状況 

運営受託４年目を迎えたが、昭和へき地保育所の運営事業を終え、２園において新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止を図りながら、臨時休所を行うこともなく、円滑なる運営に務めることがで

きた。音更認定こども園を連携施設として給食の搬送や園児の交流などを行なった。 

（１） 昭和・東士幌・豊田へき地保育所の運営状況 

 東士幌へき地保育所 豊田へき地保育所  

年 齢 ５ ４ ３ ２ １ 合計 ５ ４ ３ ２ １ 合計 総計

在籍数 1 3 2 1 １ 8 6 4 1 11 19

・豊田へき地保育所４歳児１名障がい児認定 

（２）職員関係 

    統括所長（認定こども園副園長兼務）・主任保育士（正職）２名・保育士（正職）２名 

（各施設２名ずつ）、代替保育士 


